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SAPソリューション導入支援の事例紹介(1/6) 

 
このような状況で、1) オンプレミスのS/4 HANA Enterprise 
Managementをパートナーマネージドクラウド（PMC）で利用す
る、2) S/4 HANAをパブリッククラウドで利用する、3) SAP 
Business byDesignを導入するの3つが検討され、以下に記載す
るPMCのメリットを考慮の上、1）が選択されました。 

 
● 柔軟性を確保 – カスタマイズの自由度が高く、オンプレ

ミスと同様に現在および将来もユーザー独自の業務プ
ロセスを実現できます。 

● プライベートクラウド – （複数のユーザーが利用する共
有インフラでは無く、）プライベートなクラウドを導入し、IT
ポリシー、基準およびセキュリティ要件をカスタマイズし
て設定できます。 

● システム変更のタイミング –SAPによって行われるアップ
グレードや変更を自動的に受け入れるのではなく、 受
け入れの要否を決めることができます。 

● セキュリティ要件 – 自社の要件を満たすようにセキュリ
ティの設計と構成を決めることができます。 

● コンプライアンス – J-SOXなどへのコンプライアンス（法
令順守）を実践するために、自社に求められる内部統制
フレームワークを設計・構築します。これは、監査の観
点から重要な考慮事項です。 

 
 
 
 

日々複雑化、進化するビジネス環境において、グローバル化へ
対応するシステム基盤の整備、人材確保、タレントマネジメント
や早急な制度変更、また既存システムのメンテナンス、ランニ
ングコストの見直し／削減などの業務・経営課題を、業種・業界
を問わず多くの企業は抱えています。 
 
PwCは、これらの業務オペレーションを支えるビジネスアプリ
ケーションの構築を支援するサービスを各種取り揃えていま
す。今回はこの中でSAPソリューションの導入支援（一例）につ
いてご紹介いたします。 
 
 
 
 

April 2021

問題提起と提案 

担当者 

 
 
 
 
 

会川 徹、パートナー
toru.a.aikawa@pwc.com 
 
 

斉藤  領朗、シニアアソシエイト 
leo.saito@pwc.com 
 
 

Tim Noonan、パートナー 
tim.noonan@pwc.com 
 
 
 
 
 

あるクライアント様（日系大手企業様）はずっと以前から使用し
ていた古い財務システムと膨大な量のマニュアル作業により、
価値創造型の投資分析を行う時間を十分に確保することがで
きていませんでした。従来の財務システムは新たなユーザーエ
クスペリエンス（体験/経験）を生み出さず、システムを統制した
り拡張を行うことが難しく、作業に多くの時間を要し、エラーが
発生しやすいこともあり、データ分析や予算作成機能が限定さ
れていることが問題でした。 
 
システム上でデータの利用・分析を完結することができず、シス
テム外のスプレッドシート利用に大きく依存していました。営業
部門と財務部門の分断が起こり、情報がタイムリーでなくなり、
透明性が欠如し、データの整合性が疑わしくなるなど、さまざま
な問題が生じていました。スプレッドシートを利用した計画・予
算作成および報告業務は、主要なビジネス自体の分析のボト
ルネックとなり、事業全体を把握・分析・検証することを妨げる
結果になっていました。 
 
 

 
 
PwCはオーストラリアにおいて最上位ステータスのプラチナ
パートナーとしてSAPの導入支援を行っています。オーストラ
リアにおいて同テータスを有するのはPwCを含む8社のみで
す。 
 
PwCはAPJ地域において2019年度のSAPパートナーとして2つ
の部門で最優秀賞を受賞しました。(SAP SuccessFactors 
Partner of the Year - Large Enterprise; Public Cloud for SAP 
S/4HANA Partner of the Year) 

mailto:toru.a.aikawa@pwc.com
mailto:leo.saito@pwc.com
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SAPソリューション導入支援の事例紹介(2/6) 

 
 

April 2021

担当者 

 
 
 
 
 

会川 徹、パートナー
toru.a.aikawa@pwc.com 
 
 

斉藤  領朗、シニアアソシエイト 
leo.saito@pwc.com 
 
 

Tim Noonan、パートナー 
tim.noonan@pwc.com 
 
 
 
 
 

また、クラウドプロバイダーとしては、次の要因に基づき 
Amazon Web Services (AWS) が採用されました。 

 
● AWSは 世界最大のクラウドプロバイダー であり、世界

各地を結ぶ最大規模のインフラサービス（25のリージョン
と80のアベイラビリティーゾーン＊＊）を提供しています。 

● AWSは、長年に渡りSAP社と連携を行い、SAP HANAの
全てのタイプのワークロード に対応できるように開発を
行ってきました。 

● 5,000社 を超える企業がAWS上でSAPを稼働しており、
半数以上がAWS上にSAP HANAベースのソリューション
を展開しています。 

● AWSはSAPソリューション向けのクラウドプロバイダーに
おけるマーケットリーダーであり、確立された規模を背景
にした強固な、価格競争力を有しています。 

● AWSはオーストラリアでもクラウドベンダーとしてS/4 
HANA向けの SAP認証を取得 しています。 

● オーストラリアにおいて、多くのクライアント様がSAP on 
AWSを実行し、多くの成功事例 が紹介されています。 

 
Note＊＊ 

リージョン：AWSが定義する概念。データセンターが集積されている
世界中の物理的ロケーションのこと。 

アベイラビリティゾーン：1つのリージョン内でそれぞれ独立し、冗長的
な電力源、ネットワーク、そして接続機能を備えている1つ以上の
データセンターのこと。 

2017年より、PwCはAWS SAPコンピテンシーパートナーと認
定されています。SAPグローバルパートナー・プラチナパート
ナーとしての長年の経験に加え、S/4HANAをAWS上で利用
するための支援を行い、さらなる価値を提供しています。 

mailto:toru.a.aikawa@pwc.com
mailto:leo.saito@pwc.com
mailto:tim.noonan@pwc.com
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担当者 

 
 
 
 
 

SAPソリューション導入支援の事例紹介(3/6) 

会川 徹、パートナー
toru.a.aikawa@pwc.com 
 
 

 
 

April 2021

ソリューションの概要 
 
オンプレミスのS/4 HANA Enterprise Managementをパートナーマネージドクラウド（PMC）で利用 

PwCはSAPのソフトウェアをクラウドで利用したいというクライアント様のニーズにこたえるため、パートナーマネージドクラウド（PMC）
を提供します。このアプローチにより、SAPおよびITシステム（IT人員の雇用も含む）の構築・管理にかかる時間と費用を削減すること
ができます。PMCを利用することで、従来のオンプレミス型のSAPソリューション（例：オンプレミスのS/4 HANA Enterprise 
ManagementやSAP Business Planning and Consolidation）をプライベート管理クラウド上に展開し、マネージドサービス（一連のサー
ビスをまとめて外注）として月額サブスクリプション型のサービス提供を受けることができます。このアプローチは、SAPのパブリックク
ラウドを利用するよりも柔軟性と独自性を有することができます。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

斉藤  領朗、シニアアソシエイト 
leo.saito@pwc.com 
 
 

Tim Noonan、パートナー 
tim.noonan@pwc.com 
 
 
 
 
 

SAPが提供するサービス 

 

● SAPソリューションの期
間限定ライセンスを提供
します。 

● オンプレミスのSAP 
S/4HANA (例: 
Enterprise on-premise) 
を提供します。 

PwCが提供するサービス 

 

● 移行、導入、アフターサポートを兼ねた ワン
パッケージのファイナンスソリューション を提
供します。 

● 日系クライアント様のニーズにこたえるために
開発した 業界別の導入テンプレート を提供し
ます。 

● 高度なセキュリティ管理・制御を可能にする
AWSの プライベートクラウドの管理 を行いま
す。 

クライアント様が得られるサービス 

 

● スピード ：即時使用できるフルマ
ネージドソリューションが利用でき、
迅速な価値創造を実現できます。 

● コスト削減 ：TCO（総所有コスト）の
削減を実現できます。 

● 安心 ：SAPプラチナパートナーとし
てPwCが安全で高性能かつコスト
効率が高いファイナンスシステムを
保証します。 

mailto:toru.a.aikawa@pwc.com
mailto:leo.saito@pwc.com
mailto:tim.noonan@pwc.com
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SAPソリューション導入支援の事例紹介(4/6) 

 
 

April 2021

結果・付加価値  PwC独自の価値提案 

担当者 

 
 
 
 
 

会川 徹、パートナー
toru.a.aikawa@pwc.com 
 
 

斉藤  領朗、シニアアソシエイト 
leo.saito@pwc.com 
 
 

Tim Noonan、パートナー 
tim.noonan@pwc.com 
 
 
 
 
 

● SAPソリューションにより、正しい情報が一元的に管理・

維持され、リアルタイムに有益な情報（インサイト）
が提供 されます。（管理・維持される）データは明確か
つ正確で、アクセスおよび利用が容易になり、結果とし
てより良い意思決定と投資判断を導けるようになりまし
た。 

 
● 信頼性の高い正確かつ詳細な情報が入手できることに

より、事業運営を改善 することができるようになりまし
た。 

 
● 正しい情報が一元的に管理・維持され、プロセスの自動

化と標準化が著しく進むことで、これまでデータ収集・編
集作業によって奪われてきた貴重な時間をリアルタイム

の情報分析に充てることが可能になり、常時事業ポー
トフォリオの検証・見直しができる ようになりまし
た。 

 
● 月末のデータ処理と並べ替えにこれまでまる2日間要し

ていたところが 30分 に短縮されました。 
 

● 財務担当者の人数を 10％削減 し、かつ戦略的な業
務に時間を費やせるようになりました。 

 
● 事務作業の代わりに事業戦略とデータ分析が財務部の

時間の 80％ を占めるようになりました。 
 

● 一周目のリリース（ビジネスの要件定義・システムの変
更・テストが終了してシステムを出荷するプロセス）でビ

ジネスの定義した 最も重要とされる要件の97％ が
提供されました。 

 

● 内部および外部監査に関連する重要な管理の 78％が
システムに自動化 されました。 

● テクノロジーの細部に集中しすぎたり、ERP導入によって
目指すものを見失ってしまったりするような典型的な失敗
を起こさないように、導入プロジェクトの経験を豊富に有す
るメンバーが支援をします。 

 
● PwCはインダストリー軸とソリューション軸でチームを構成

し、クライアントに最適なSAPコンサルティングサービスを
提供します。チームは日系クライアントの課題とニーズを
正しく理解し、クラウドトランスフォーメーション・ファイナン
ストランスフォーメーションの適切な推進を支援します。 

 
● PwCは会計税務の専門家として監査、税務、チェンジマネ

ジメントの各チームの知識と経験を活用し、アジャイル手
法を用いて期限内、予算内でプログラムを推進し、付加価
値向上を迅速に提供します。 

 
● AWSクラウドとSAPソリューション向けPwCのアウトソーシ

ング支援をワンパッケージで提供できます。 
 

● SAP S/4HANAの実装経験を豊富に有するメンバーが、
ERP導入を通してビジネスを支える強固な基盤を提供しま
す。 

 
● 実装リスクを最小化するため、私たちが既に実証済みの

PwCテンプレートと経験を提供します。 
 

● システム稼働によってご支援を終了するのではなく、稼働
後も長期的なパートナーとして安定した高性能の財務シス
テムを提供します。 

 

 

mailto:toru.a.aikawa@pwc.com
mailto:leo.saito@pwc.com
mailto:tim.noonan@pwc.com
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SAPソリューション導入支援の事例紹介(5/6) 

 
 

April 2021

クライアントからのフィードバック（一例） 

担当者 

 
 
 
 
 

会川 徹、パートナー
toru.a.aikawa@pwc.com 
 
 

斉藤  領朗、シニアアソシエイト 
leo.saito@pwc.com 
 
 

Tim Noonan、パートナー 
tim.noonan@pwc.com 
 
 
 
 
 

市場の変化が日常的に起こる中で、私たちが行う全ての業務の中心に、最先端のシステムとテクノロジーが必要とされて
います。SAP S/4 HANA Cloudの導入により、日々のデータをクラウドで一元管理し、真のデジタルトランスフォーメーション
を推進しようと考えています。 
 
SAP S/4 HANA導入プロジェクトは、単なる業務システムの置き換えではなく、大変困難でやりがいのあるプロセスでした。
社員が中心となって進めるイニシアチブであり、1）社内関係者の緊密なコミュニケーション、2）戦略と課題の明確化、3）導
入という投資に対する期待リターンの設定、4）業務／システムプロセス全体の改善が求められます。 PwCは私たちのS/4 
HANA Cloud導入を支援し、単なるシステムの運用開始だけではなく、1）ユーザーの満足度向上、2）社員のスキル／能力
向上、3）業務プロセスの改善を実現することに重点を置いて支援をしてくれました。プロジェクトにはテクノロジーの専門知
識が必要でしたが、PwCは、SAP S/4 HANA導入が社員・業務プロセス・社内組織の変化による影響（改善）がプロジェクト
の成功のカギであることを教えてくれました。 
 
PwCは、ビジュアルプロジェクトマネジメント＊やアジャイル・デリバリーなどのフレームワークやツールを用意し、プロジェク
トをリードしてくれました。社内プロジェクトチームとPwCは一体となり一つのユニットとして協働しました。PwCは、私たちに
指示するのではなく、私たちと一緒にプロジェクトを遂行しました。 
 
SAP Business Planning & Consolidation (BPC)を実装し、予算編成と将来予測のプロセスを標準化および自動化することで
信頼性の高い一貫性のあるレポートの作成が可能になりました。財務チームは従来のデータ収集・編集作業から解放さ
れ、より付加価値のある分析作業に集中できるようになりました。この実装プロジェクトは当社のビジネスに大きな価値をも
たらすと確信しています。 
 
PwCの支援でS/4 HANAの導入に成功し、加えて財務チームのスキルアップを実現できた結果、月末締めを2日で完了でき
るようになりました。 
 
 
Note＊ 

ビジュアルプロジェクトマネジメント：視覚的思考ツールとデータ可視化ツールを用いたプロジェクト管理手法。 

mailto:toru.a.aikawa@pwc.com
mailto:leo.saito@pwc.com
mailto:tim.noonan@pwc.com
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SAPソリューション導入支援の事例紹介(6/6) 

 
 

April 2021

SAP製品とクラウドオプションの比較（一例） 

担当者 

 
 
 
 
 

会川 徹、パートナー
toru.a.aikawa@pwc.com 
 
 

斉藤  領朗、シニアアソシエイト 
leo.saito@pwc.com 
 
 

Tim Noonan、パートナー 
tim.noonan@pwc.com 
 
 
 
 
 

mailto:toru.a.aikawa@pwc.com
mailto:leo.saito@pwc.com
mailto:tim.noonan@pwc.com
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税務 (1/2) 
 

法人税関連　月次アップデート 
 
欠損金の繰戻し還付　承認された
フォームとインストラクション 
 

2020-21課税年度より、総売上高が50億豪ドル未満の企業

は、2018-19課税年度以降に支払った法人税について

2019-20、2020-21、または2021-22課税年度の欠損金を利用

し、繰戻し還付の適用を選択することができます。 

2021年7月1日前に、2020-21課税年度において欠損金の繰

戻し還付の申請を行うことができる企業で、 

● 早期の代替会計期間（SAP）の適用のある場合、ま

たは 

● 2020-21課税年度の一部についての税務申告書を

提出する必要のある場合 

については、 承認された新しいフォーム （the loss carry back 

claim form）をオーストラリア税務当局（ATO）に提出する必要

があります。このフォームには、欠損金の繰戻し還付につい

て納税者が選択した適用内容の詳細と、関連する課税年度

の総売上高についての情報が含まれることとなります。 

 

特に注意すべき点としては、欠損金の繰戻し還付の適用を行

なう法人税申告書を提出する前に当該フォームが提出されな

い場合には、欠損金の繰戻し還付を適用するという選択がな

されていないと、ATOが見なす可能性があるということです。

さらに、法人税申告書の処理の遅延を回避するために、欠損

金の繰戻し還付に係るフォームを少なくとも法人税申告書提

出日の5営業日前に提出することが推奨されています。 

欠損金の繰戻し還付に係る一般的な情報は、 PwC Tax Alert 

をご参照下さい。 

担当者 

 
寺﨑 信裕、ディレクター 高野 雄大、マネージャー 三浦 孝心、マネージャー 
nobu.terasaki@pwc.com yudai.a.takano@pwc.com takamoto.a.miura@pwc.com 
 
 
※本記事は、PwCAustraliaが発行した PwC’s Monthly Tax Update を抄訳したものです。訳には正確を期しておりますが、英語版
と解釈の相違がある場合は、英語版に依拠してください。 

資産の即時償却、加速度償却　承認
されたフォーム 
 

ATOは、個人、企業、パートナーシップ、信託、または帰属管

理投資信託（Attribution Managed Investment Trusts：AMIT）

が、2021年7月1日より前に、一時的な全額支出または加速

度償却の適用または取りやめを行うための 承認済みの

フォーム をリリースしました。当該フォームは、これらの

Capital allowanceに係る特例適用の申請または取りやめを行

い、かつ以下のいずれかに該当する納税者向けです。 

● 2021年6月30日以前に終了する代替会計期間

（SAP）の承認を受けている場合、または 

● 課税年度の一部について納税申告書を提出する必

要がある場合（例えば、2021年6月30日前に2021年

課税年度に係る清算または居住地の変更があった

場合） 

https://www.ato.gov.au/Forms/Loss-carry-back-2020-21-early-balancer-substituted-accounting-period-or-lodging-a-company-tax-return-for-part-year-form/
https://www.pwc.com.au/tax-alerts/federal-budget-temporary-loss-carry-back-rules.html
mailto:nobu.terasaki@pwc.com
mailto:yudai.a.takano@pwc.com
mailto:takamoto.a.miura@pwc.com
https://www.pwc.com.au/tax/taxtalk/assets/monthly/pdf/PwC-Monthly-Tax-Update-April-21.pdf
https://www.ato.gov.au/Forms/Temporary-full-expensing-and-Backing-business-investment-schedule/
https://www.ato.gov.au/Forms/Temporary-full-expensing-and-Backing-business-investment-schedule/
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税務 (2/2) 
 

法人税関連　月次アップデート 
 
New director identification number 
regimeについて 
 

連邦政府のModernising Business Registers（MBR）プログラ

ムにより、Australian Business Register（ABR）とオーストラリ

ア証券投資委員会（ASIC）が管理する31のBusiness Register

について、ATOが別途法的な機能としてもつ連邦登録局の管

理する単一のプラットフォームに統合されることになります。  

 

MBRプログラムには、取締役が恒久的に保持することとなる

一意の番号であるdirector identification number（Director 

ID）の導入が含まれます。Director IDは、架空の取締役の任

命を防止し、彼らのプロフィールと企業との関係のトレーサビ

リティに向上に役立ちます。DirectorIDのプログラムの開始を

サポートするために、財務省は 新しいデータ標準と開示フ

レームワーク について協議しました。Director IDデータ基準

案は、会社法に基づくDirector IDの申請に必要な情報（情報

の提供、使用およ及び保存方法など）を規定しています。

Director ID開示フレームワークの草案は、登録機関が政府

機関と同じ方法で取締役ID情報をPublic Governance, 

Performance and Accountability（PGPA）機関、裁判所に開示

できる状況を定めています。財務省は取締役がDirector IDを

申請するための暫定的な申請期間に関連する法案について

も協議する予定です。これら法案により、新規および既存の

取締役は、本プログラムの初期段階でDirector IDを申請する

際に通常より延長された申請期間を与えられることになりま

す。 

担当者 

 
寺﨑 信裕、ディレクター 高野 雄大、マネージャー 三浦 孝心、マネージャー 
nobu.terasaki@pwc.com yudai.a.takano@pwc.com takamoto.a.miura@pwc.com 
 
 
※本記事は、PwCAustraliaが発行した PwC’s Monthly Tax Update を抄訳したものです。訳には正確を期しておりますが、英語版
と解釈の相違がある場合は、英語版に依拠してください。 

2021年3月から四半期ごとのPAYG お
よびGSTの紙面による納税通知を再
開   

 

先月の月次アップデートでは、ATOが、ATOシステム上でデ

ジタルでの通知を選択した企業に対して四半期ごとのPAYG

およびGSTの紙面納税通知の発行を停止したことをお伝えし

ました。我々PwCが紙面の納税通知発行の停止に伴う問題

に関してATOに報告を行ったところ、ATOは、当初予定してい

た2021年6月からではなく、2021年3月の四半期からPAYGお

よびGSTの紙面納税通知の発行を再開する旨を 発表しまし

た 。当該暫定的なアプローチは、恒久的な解決策がとられる

まで続く予定です。 

https://treasury.gov.au/consultation/c2021-157170
https://treasury.gov.au/consultation/c2021-157170
mailto:nobu.terasaki@pwc.com
mailto:yudai.a.takano@pwc.com
mailto:takamoto.a.miura@pwc.com
https://www.pwc.com.au/tax/taxtalk/assets/monthly/pdf/PwC-Monthly-Tax-Update-April-21.pdf
https://www.ato.gov.au/Tax-professionals/Newsroom/Activity-statements/Interim-solution-for-PAYG-and-GST-quarterly-instalment-notices/
https://www.ato.gov.au/Tax-professionals/Newsroom/Activity-statements/Interim-solution-for-PAYG-and-GST-quarterly-instalment-notices/
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会計および監査  
 
 

 
 

担当者 

エピソード105：暗号資産  

暗号資産とは、コピーや複製を禁止する方法で設計され

た、移転可能でデジタルな価値を表現するものです。暗号

資産として最も一般的に知られている仮想通貨は、主に

交換手段としてだけでなく、ヘッジまたは投資としても使用

されます。このポッドキャストでは所有者の観点から会計

処理を決定する前に、暗号資産の目的および有用性を 

説明します。 

 

 

 

 

Podcast Series: IFRS Talk

PwC Japan Newsletter

数理モデルとデータアナリティクス に

よる社会課題の解決 

デジタル化が大きな社会課題となる中で、データサイエ

ンティストが注目を浴びていますが、皆さんは類似の

バックグラウンドであるアクチュアリーをご存じでしょう

か。近年アクチュアリーの活躍領域はALM（資産負債管

理）、ERM（統合的リスク管理）からビッグデータ解析まで

大きく広がっています。取締役会が、複雑で進化し続け

るリスクを管理、監督する上でのあるべき姿を考察しま

す。 

電子署名やワークフローシステムの導

入で考える業務のデジタル化における

留意点 
昨今の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染

拡大を受けて、リモートワークの導入やデジタルトランス

フォーメーション（DX）の推進など、持続可能な企業の在

り方について考える機会が増えたのではないでしょう

か。そこで今回は、監査人の視点から、業務のデジタル

化における留意点について、電子署名やワークフローシ

ステムを利用した承認・記録という行為に焦点を当てて

ご紹介します。 

 

 

 

 

PwC International

COVID-19に関連する賃料減免に 関
するIFRS第16号の修正  

 
現在も続いている新型コロナウイルス感染症　　　　　　
（COVID-19）のパンデミックの結果として、引き続き賃
料減免が借手に付与されています。2020年5月に国際
会計基準審議会（IASB）はIFRS第16号の修正を公表
し、2021年6月30日以前に期限が到来するリース料を
減額するCOVID-19に関連する賃料減免について、
リースの条件変更に該当するかどうかの評価を免除す
る、借手にとっての任意による実務上の便法を提供し
ました。2021年3月31日、IASBは、実務上の便法の適
用期間を2021年6月30日から2022年6月30日まで延長
する、更なる修正を公表しました。 

 
 

 
          

特別買収目的会社（SPAC）を通じた上
場 

 
特別買収目的会社（「SPAC」）は、非公開の事業会社
（「OpCo：Operating Company」）を買収または合併するた
めに、株式の新規上場を通じて資金調達を行います。
OpCoが上場後のSPACに買収された場合、OpCoは、実
質的に自社の新規株式公開（「IPO」）を実施することなく
公開企業となります。 

SPACは、2021年1月において260億米ドルに迫る資金調
達を世界中で行っています。このような取引には、上場
企業の開示要求事項の充足や複雑な会計上の検討事
項などの課題が存在します。「SPAC」という用語は、一
般的に米国市場への上場という文脈で用いられていま
すが、その他の資本市場においても、この種の事業体
が設立され上場が行われる可能性があります。 

 

 
 

 

濱田 由有子、シニアアカウンタント 
yuko.a.hamada@pwc.com 

 

江川 竜平、シニアマネジャー 
ryohei.a.ekawa@pwc.com 
 

佐川 由妃、シニアアカウンタント 
yuki.sagawa@pwc.com 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https://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/ifrs-reporting/podcasts/crypto-assets-with-ryan-leopold.html
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/prmagazine/pwcs-view/202103.html?utm_medium=email&__CAMVID=hIpdDEDFccDgGc&_c_d=1&uns_flg=0&__urlmid=5455568&__CAMSID=YPQIcitdGeB-39&__CAMCID=cKPnibYQqo-450&adtype=mail
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/prmagazine/pwcs-view/202103.html?utm_medium=email&__CAMVID=hIpdDEDFccDgGc&_c_d=1&uns_flg=0&__urlmid=5455568&__CAMSID=YPQIcitdGeB-39&__CAMCID=cKPnibYQqo-450&adtype=mail
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/column/assurance-transformation/dx-leader11.html
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/column/assurance-transformation/dx-leader11.html
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/column/assurance-transformation/dx-leader11.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/jp/ja/pwc/alert_news/alert_news_JP/alert_news_JP/20210211_ifrs_lease.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/jp/ja/pwc/alert_news/alert_news_JP/alert_news_JP/20210211_ifrs_lease.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/jp/ja/pwc/in_briefs/in_briefs_JP/20210301_inbrief_int.html?utm_medium=email&__CAMVID=hIpdDEDFccDgGc&_c_d=1&uns_flg=0&__urlmid=5455576&__CAMSID=YPQIcitdGeB-39&__CAMCID=cKPnibYQqo-450&adtype=mail
https://viewpoint.pwc.com/dt/jp/ja/pwc/in_briefs/in_briefs_JP/20210301_inbrief_int.html?utm_medium=email&__CAMVID=hIpdDEDFccDgGc&_c_d=1&uns_flg=0&__urlmid=5455576&__CAMSID=YPQIcitdGeB-39&__CAMCID=cKPnibYQqo-450&adtype=mail
mailto:yuko.a.hamada@pwc.com
mailto:ryohei.a.ekawa@pwc.com
mailto:yuki.sagawa@pwc.com
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金融業 
 

 
濱田　由有子、シニアアカウンタント 
yuko.a.hamada@pwc.com 
 

担当者 

リテール金融サービスにおける手数
料の透明性に係る法案の可決  

 

 
政府は、金融セクター改革（Hayne Royal Commission 
Response No. 2）法案2020を可決しました。この法案は、金
融機関がリテール顧客に対し、既存の開示に加え、実績と
しての手数料と将来に向けての手数料およびサービス予
測の概要を提供することを要求しています。 
この法律は、MySuperに該当する商品からの継続的な手数
料の控除を禁止し、スーパーアニュエーションの受益者へ
の料金の透明性を高めます。 
 

Legislative/Government developments   PwC Knowledge  

トレジャリー機能：オペレーション環境
2021 
 
 

パンデミックは、トレジャリー業務の真髄でもあるリスクの効
果的な管理は常に成功するとは限らず、物事が失敗する
場合があることを示す結果となりました。オペレーション上
の運用の回復力をトレジャリー機能に組み込むことの重要
性、つまり、挫折から立ち直る能力の重要性が示されたと
言えます。 2021年以降も、トレジャリー業務に対する需要と
リスクが低減することはなく、さらに拡大する可能性がある
ことから、機能の運用上の復元力を組み込む/改善するこ
とが非常に重要になります。トレジャリー業務は、流動性、
現金の可視性、および在宅勤務の管理を通じて、Covid19
の影響に引き続き直面しています。 
本稿では、トレジャリー業務担当者が運用の回復力を強化
するために実行できる実際的なアクションを以下の観点か
ら解説します。 

● ガバナンス 

● システムの統合性 

● 評価方法/KPI設定 

● 運用リスクへの警戒 

 

スーパーアニュエーションの改革案 
「Your Future, Your Super reforms」を議
会に提出 

 
政府は財務法改正「Your Future, Your Super」法案2021を議
会に導入しました。改革は2021年7月1日に開始される予定で
す。パッケージの下で、スーパーアニュエーション制度は次の
ように大幅に強化されます。 
 

● スーパーアニュエーションの受益者が転職した際に
意図しない複数のスーパーアニュエーション口座が
作成されることを防止する。 

● 新たなインタラクティブなオンラインYourSuper比較
ツールへのアクセスを提供。運用会社間の競争環
境を向上する。 

● スーパーアニュエーション受益者をネガティブな投資
成果から保護し、手数料を抑制する。  

● 受託者が受益者の最善の経済的利益のためにのみ
行動することを保証する義務を強化することにより、
受託者の説明責任を高める。 

 

違反報告制度の強化 
 
 

2020年12月、連邦議会は、Hayne Royal Commissionの勧
告2.8および7.2に従って、オーストラリア金融サービス
（AFS）ライセンス保持機関の既存の違反報告制度を強化
する法律を可決しました。国家消費者信用保護法（NCCP）
の改正を通じて、オーストラリアの信用ライセンス保持機関
（ACL）の違反報告要件を導入するための勧告1.6を含む、
他の多くの勧告がこの法律によって発効しました。当該法
案の可決は、2020年初頭の公開草案法案の発表に続くも
のです。その後、主要な変更の概要全体に記載されている
ように、多くの変更をもたらした利害関係者との協議プロセ
スが続きました。現在信用ライセンス保持機関も含まれる
新しい制度は、2021年10月1日以降に発生する全ての報告
事項に対して有効になります。 

豪州金融規制アップデート 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mailto:yuko.a.hamada@pwc.com
https://ministers.treasury.gov.au/ministers/josh-frydenberg-2018/media-releases/protecting-australians-hidden-costs
https://ministers.treasury.gov.au/ministers/josh-frydenberg-2018/media-releases/protecting-australians-hidden-costs
https://www.pwc.com.au/financial-services/treasury-tl-report.pdf
https://www.pwc.com.au/financial-services/treasury-tl-report.pdf
https://ministers.treasury.gov.au/ministers/josh-frydenberg-2018/media-releases/your-future-your-super-reforms-introduced-parliament
https://ministers.treasury.gov.au/ministers/josh-frydenberg-2018/media-releases/your-future-your-super-reforms-introduced-parliament
https://www.pwc.com.au/financial-services/strengthening-breach-reporting-march-2021.pdf
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ワクチン導入とオーストラリアの薬事規制 

オーストラリアでのワクチン導入と注意点  
  
オーストラリアの医療製品管理局（TGA）は2021年4月2日、 
「COVID-19ワクチン接種後に報告される特定の血液凝固状態に
関する医療提供者向けのATAGI（予防接種に関するオーストラリ
ア技術諮問グループ）ステートメントの更新」をリリースしました。 
 
現在のアストラゼネカワクチンの注意事項と副作用報告 
 
海外でアストラゼネカCOVID-19ワクチン（以下、AZワクチン）の投
与後、まれな血小板減少症に伴う血栓症の症例が報告されまし
た。以下概要です。

● 報告された症例の発症は、ワクチン接種後4〜20日

● 医療提供者は、血栓症および血小板減少症に関連する
重篤な状態の警告サインに注意する必要がある。このサ
インは、中枢静脈洞血栓症（CVST）または腹腔内静脈系
などの他の部位での血栓症のいずれかとして出現する。

● さらに細分化すると CVSTは、鎮痛、頭蓋内圧上昇の特
徴（急性の重度の頭痛、嘔吐、錯乱を含む）、限局性の
神経学的欠損、および/または発作を伴わない新たな発
症の持続性頭痛として現れる可能性がある。

● AZワクチンを投与された患者でCVSTまたは血小板減少
症を伴う別の重度の血栓性合併症が疑われる場合は、
検査と血液学の相談のために救急科に紹介すること。

● 臨床検査には、全血球計算（血小板減少症の検査目的
で）、D-ダイマー検査、および放射線画像検査を含める
必要があり、これらの症状が疑われる患者は、ヘパリン
や血小板の輸血は原則受けれられない。

 
TGAは、オーストラリアでのAZワクチン接種後に起きた血栓症お
よび血小板減少症の症例において4月2日現在で1件の報告を受
けています。この症例の臨床データの詳細は現在TGAによって精
査されています。 
 
ファイザーワクチンの柔軟な保管・輸送条件の承認 
 
TGAは2021年4月、オーストラリアでのファイザーCOVID-19ワクチ
ン（COMIRNATY-BNT162b2、以下、ファイザーワクチン）のより広
範な保管および輸送条件を承認しました。これらの変更により、
オーストラリア全土でのファイザーCOVID-19ワクチンの保管、輸
送、および展開においてさらに柔軟な対応が可能となります。
保管および輸送条件：ドライアイスまたは超低温（-90℃〜-60℃）
での長期保管が依然として必要ですが、未開封のバイアルでは、
国内の冷凍庫温度（-25℃〜-15℃）での保管および輸送が最大2
週間の期限付きで許可されました。
この方法で保管または輸送されたバイアルは、製品の元の保管
寿命内で超低温の長期保管に戻すことが可能です。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

医療製品管理局とCOVID-19ワクチン 

 
宮田あや子、Assurance、シニアマネージャー 
ayako.a.miyata@pwc.com 
 

さらに、未開封のバイアルは、家庭用冷蔵庫の温度（2℃
〜8℃）で最長5日間保管できるようになりました。この5日間の
輸送時間は最長12時間で、未開封のバイアルを冷蔵庫の温
度で輸送するのに使用される時間は、この5日の期限内に含
まれます。また一度解凍したら、ワクチンを再凍結することは
不可となります。
 
ファイザーワクチンは、投与前に生理食塩水で希釈されます。
バイアルまたはシリンジの希釈されたワクチンは、最高30℃の
室温で最長6時間保管または輸送できます。ワクチンの調製者
は、特に調製されたシリンジの場合、微生物学的リスクとパッ
ケージの保全を管理するように注意することが求められていま
す。
 

担当者 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これまでに発行したニュースレターのまとめ 
 

2020年7月号 
 

1. コンプライアンスと労働安全衛生 

2. オーストラリアにおけるサイバー攻撃・脅威への対応

方法 

3. COVID-19財務報告ハブ、COVID-19の影響による会

計上の検討 

4. 豪州金融業の展望 

5. 豪州税制の展望 

6. COVID-19: グローバルモビリティ・アップデート 

7. 特別編：ニュージーランドの取り組み 

2020年8月号 
 

1. ASICの重点分野、IFRS第16号のCOVID-19に関連す

る賃料減免にかかる修正 

2. 金融業人材トレンド2020、豪州金融業月次規制アッ

プデート 

3. アジャイル原則：不確定な環境のなかビジネスを強化

する４つの方法 

4. 高齢者介護品質基準について 

5. ATO Justified Trust Program 

6. COVID-19: グローバルモビリティ簡易調査、

2019/2020年度の確定申告におけるホームオフィス

に関わる所得控除の計算方法 

7. ニュージーランドのインフラストラクチャ 
 
 
 
 

2020年9月号 
 

1. CEOパネル調査（成長への企業変革） 

2. デジタル化とデータ依存の加速 

3. 減損スマートクラス、JobKeeperに基づく政府助成金

の会計処理、他 

4. 豪州金融規制アップデート 

5. IT技術、法規制、リスク管理の観点からサイバー攻

撃に備えるには（予防編） 

6. 法人税関連月次アップデート 

7. ニュージーランドの第一次産業 

2020年10月号 
 

1. ダイバーシティ＆インクルージョン 

PwCグローバル調査 

2. IT技術、法規制、リスク管理の観点から情報漏洩に

対処するには（対応編） 

3. デジタル化対応としての税務業務改善 

4. IFRSポッドキャストシリーズ、他 

5. 豪州金融規制アップデート 

6. TGA（オーストラリア医療製品管理局）規制関連 

7. ニュージーランドのプライベートエクイティ 

8. 2020/21年度連邦政府予算案分析 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2020年11月号 
 

1. オーストラリアの気候変動政策 

2. IFRSポッドキャストシリーズ、ASICガイダンス、他 

3. 金融業アップデート 

4. 法人税関連月次アップデート 

5. IT技術、法規制、リスク管理におけるサイバー攻撃後

の対応について (回復編) 

6. 薬事規制とCOVID-19ワクチン（前半） 
 
 
 

2021年2月号 
 

1. オーストラリアの水素産業 

2. 法人税関連月次アップデート 

3. 財務報告要件の変更点、IFRSアップデート、他 

4. 豪州金融規制アップデート 

5. 医療製品管理局とCOVID-19 ワクチン（後半） 

2020年12月号 
 

1. 法人税関連月次アップデート 

2. サイバー戦略：意思決定を理解することの重要性 

3. 医療製品管理局とCOVID-19 ワクチン（後半） 

4. IPayment Times Reporting（支払時間報告制度）、

IFRSポッドキャストシリーズ、ASICガイダンス、他 

5. 豪州金融規制アップデート 

6. オーストラリアの再生可能エネルギー 

2021年3月号 
 

1. オーストラリアの廃棄物処理産業 

2. 法人税関連月次アップデート 

3. 財務報告要件の変更点、IFRSアップデート、他 

4. 資産運用業の進化 

5. デジタル医療機器の規制緩和 

https://www.pwc.com.au/asia-practice/japan/japanese/newsletters/japanese-newsletter-july2020.pdf
https://www.pwc.com.au/asia-practice/japan/japanese/newsletters/japanese-newsletter-august2020.pdf
https://www.pwc.com.au/asia-practice/japan/japanese/newsletters/japanese-newsletter-september2020.pdf
https://www.pwc.com.au/asia-practice/japan/japanese/newsletters/japanese-newsletter-october2020.pdf
https://www.pwc.com.au/asia-practice/japan/japanese/newsletters/japanese-newsletter-november2020.pdf
https://www.pwc.com.au/asia-practice/japan/japanese/newsletters/japanese-newsletter-february2021.pdf
https://www.pwc.com.au/asia-practice/japan/japanese/newsletters/japanese-newsletter-december2020.pdf
https://www.pwc.com.au/asia-practice/japan/japanese/newsletters/jsd-newsletter-mar21.pdf
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PwC Australiaの日本企業部（ジャパンサービスデスク）では、日本企業のあらゆるご相談に対して、各分野の専門性を備えたプロ
フェッショナルが日本語でサービスを提供しています。現在では、各サービスラインに日本人スタッフが在籍しており、日本企業の幅
広いニーズを十分に満たせるよう体制を整えています。PwC JapanグループおよびPwCのグローバルネッ トワークが持つ豊富な専
門知識を駆使し、迅速かつシームレスなサービス提供が可能です。 

お問い合わせ先 

神山 雅央   
日本企業部  
統括代表パートナー  
masao.kamiyama@pwc.com
+61 (3) 8603 4383  

  会川 徹 
ディールズ  
パートナー  
toru.a.aikawa@pwc.com
 

     

寺崎 信裕 
税務  
ディレクター  
nobu.terasaki@pwc.com
 

  ローレン チョン 
ディールズ  
アソシエイトディレクター  
lauren.a.chung@pwc.com 
 

  宮田 あや子 
アシュアランス  
シニアマネージャー  
ayako.a.miyata@pwc.com 

 

 

江川 竜平 
アシュアランス  
シニアマネージャー  
ryohei.a.ekawa@pwc.com
 

  萩庭 一彦 
ディールズ  
マネージャー  
kazuhiko.haginiwa@pwc.com 

  高野 雄大 
税務 
マネージャー  
yudai.a.takano@pwc.com 

 

三浦 孝心 
税務 
マネージャー  
takamoto.a.miura@pwc.com 

  濱田 由有子 
アシュアランス  
シニアアカウンタント  
yuko.a.hamada@pwc.com 

  福井 一生 
アシュアランス  
シニアアカウンタント  
hito.fukui@pwc.com

 

城戸 慎平 
アシュアランス  
シニアアソシエイト  
richard.kido@pwc.com 

  長坂 卓 
アシュアランス  
シニアコンサルタント  
masaru.a.nagasaka@pwc.com

  濃添 博紀 
税務、人事・労務  
シニアコンサルタント  
hiroki.nozoe@pwc.com 

 

斉藤 領朗 
コンサルティング  
シニアアソシエイト  
leo.saito@pwc.com 
 

  佐川 由紀 
アシュアランス  
シニアアソシエイト  
yuki.sagawa@pwc.com 
 

  殿村 果林 
アシュアランス  
シニアアカウンタント  
karin.a.tonomura@pwc.com

 

高橋 優忠 
アシュアランス  
シニアアカウンタント  
yuta.j.takahashi@pwc.com 

  鈴木 舞 
税務、人事・労務  
シニアコンサルタント  
mai.a.suzuki@pwc.com 

  霜田 実侑 
税務、人事・労務  
コンサルタント  
miyu.a.shimoda@pwc.com 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日本企業部（ジャパンサービスデスク）
では、日本語によニュースレターを定期
的に配信しています。配信登録ご希望
の方はこちら からご登録下さい。 

https://www.pwc.com.au/asia-practice/japan/subscribe.html
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